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はじめに

昭和4 (1929)年4月に公布された ｢救護法｣

の成立過程については､十分に解明されていると

は言い難い｡とくに､他救規則の限界を指摘し新

たな救貧制度確立の ｢要綱｣を打ち出した昭和 2

(1927)年 6月の社会事 業 調 査 会 (第二次)の

｢一般救護に関する体系｣の答申以降､昭和 4年

3月の第56議会-の ｢救護法案｣の提案にいたる

間の経緯や動向については､その大部分が明らか

になっていない｡

戦前期の社会事業史研究､とりわけ救護法につ

いて触れた先行研究や研究業績は数多 くあるが､

それらのいずれもがこの間の経緯についてはほと

んど触れていない*1｡多少触れているものでも､

｢一般救護に関する体系｣から直ちに救護法案の

提案を指摘し､あるいは､その契機としての ｢故

実協定｣に触れるのみであるO

●1 救護法の成立･実施過程についての先行研究は､

昭和4年公布以降の過程についての､いわゆる実施

促進運動にかかわる労作 (柴田敬次郎 『救護法実施

促進運動史』昭15.5)に依拠したものが多く､それ

にとどまっている状況が､筆者にとっては不満であ

り､それが本研究の動機の一つである｡

この間に､わずか数項目の大綱でしかなかった

新救貧制度確立の ｢要綱｣は､6章33条におよぶ

政府提出の ｢救護法案｣にまで具体化され､議会

に提案 (3月14日)された｡議会では､上程され

てから旬日も経ずに無修正で可決､通過 (3月23

日)している｡その結果､4月2日に法律39号と

して公布されている｡

戦前期の社会事業行政に占める ｢救護法｣の位

置が､極めて大きいという点からしても､この一

年数ヶ月の間にどのような経過を経て､救護法の

制定方針が確定し､｢救護法案｣が出来上が って

いったのか､その具体的な制定 ･立案過程を明ら

かにすることは十分に意味があると思われる｡

結論を先取 りして言えば､この救護法制定にか

かわる ｢空自｣ともいうべき昭和2年夏から4年

春までの期間にあって､昭和3年春に重要な転換

点があり､その時点を境に､前後二つの時期に区

分してとらえるべきだと考えている｡

すなわち､昭和3年春にいたって､それまで酸

味だった救貧立法制定方針の最終的な確定 (より

具体的には､児童扶助法案ではなく ｢救護法｣制

定の路線選択)がなされたのであり､この時点を

境に ｢救護法｣の制定が本格化する､と考えるの

である｡

つまり､昭和3年春までの前半の時期は､救貧

立法制定をめぐる路線選択が不明確なまま､(｢救

護法｣ではなく､むしろ)児童扶助法案の立案 ･

制定作業に取 り組んでいた段階であり､昭和3年

夏以降の後半の時期は､その路線確定に基いて､

具体的な ｢救護法案｣の立案 ･制定作業がなされ

た段階である､ととらえている｡

筆者は､すでに､この昭和3年夏以降の ｢救護

法案｣の具体的な立案 ･制定作業がなされた段階

については､従来明らかにされたことのなかった

当時の内務省社会局の内部文書のいくつかを新資

料として紹介しつつ､この間における救護法の成

立過程の一端を明らかにしてきた*2｡

*2 拙稿 ｢昭和3-4年段階の救護法立案過程の史料

- 社会局保護課 く公救護法案摘要)および各種の

〈救護法案)｣(『社会事業史研究』第23号､1995年

11月)

本稿では､ 昭和3年春以前の､ (同年夏以降の

｢救護法｣案の立案段階に先立つ)内務省社会局

の救貧立法制定方針の最終的確定にいたる経過に

ついて､とくに法形式上の救貧法制整備の二つの

路線 (いわゆる分化立法主義と単一立法主義)に

焦点をあて､路線選択の経緯を明らかにしたい｡

その際､問題の起点ともいうべき社会事業調査

会での ｢一般救護に関する体系｣と ｢児童扶助法

案要綱｣の審議答申の経過および路線対立 ･選択

の接点ともなった ｢児童扶助法案｣の帰趨につい

て､若干の新資料の紹介を行ないつつ､ややくわ

しく取 り上げてみたい*3､*4｡

･3 本稿の一部は､1995年11月の日本社会福祉学会第

43回大会での研究発表 (｢救貧立法制定方針と児童

扶助法案- 救護法立案の前段階で立ち消えた分化

立法主義路線｣をもとにしている｡

･4 また､本稿は､本学の国内研究員制度に基づく筆

者の研究課題 ｢戦前昭和期における救護法の成立･

実施と社会事業行政の展開過程に関する研究｣の成

果の一部分であることをお断りしておきたい｡
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第 1章 社会事業調査会の ｢一般救護に

関する体系｣の位置

本章では､まず､大正15年6月に設置された社

会事業調査会の答申 ｢一般救護に関する体系｣の

救護法の成立過程における位置付け､評価を行な

う｡その上で､その答申をまとめた時点 (調査会

の特別委員会での原案決定は大正15年10月､総会

での決議答申は翌昭和2年6月)では､(当該 の

答申そのものを含めて)内務省社会局の救貧立法

制定方針そのものが必ずしも確定していなかった

こと､また､この答申が後に､新救貧立法として

誕生した救護法にス トレー トにつながるものでは

なかったこと､の二点を明らかにしたい｡

そのこととの関連で､法律案制定における社会

事業調査会の役割および社会局の関係 を検 討す

る｡さらに､この社会事業調査会が第一回の総会

(大正15年7月)で諮問を受けた三つの課題 (そ

の一つの答申の一部が前記 ｢一般救護に関する体

系｣である)の審議状況とその差異を検討する｡

(1) ｢一般救護に関する体系｣の性格と限界

ところで､大正15年の6月に設置された社会事

業調査会が､昭和2年6月に答申した ｢一般救護

に関する体系｣は､よく知られたものだが､それ

ほど長文のものではないので､読者の便宜も考慮

して､以下に掲げておこう｡

一般救護に関する体系1)

現行他救規則は救助及其の費用負担の主体不

明にして被救助資格甚だしく制限的なり又救助

額過少なるのみならず救助方法に付き規定する

所なく現下社会の需要に適応せざるを以て左の

要綱により救貧制度を確立することを要す｡

第一

一､療疾､老衰､疾病､幼弱者を以て救貧

の客体とし其の資格範囲を拡張すること

二､救助は原則として被救助者の住所地市

町村の義務とし国及都道府県は市町村の

救助費に対し一定の補助をなすこと

三､救助は居宅､委託及収容救助の方法に

よること

四､救助は現金､現品給与又は医療とする

こと

五､救助の為必要に応じ方面委員の如き機

関を設くること

六､道府県又は市町村は必要に応 じ養老

院､施療病院､育児院等の施設をなし国

は之が助成の方法を講ずること

私人又は団体の経営する前項の施設に

対しては国文は公共団体に於て之が助成

を為すこと

第二

老年､疾病､癒疾者に付きては漸次社会保

険制度を確立し又は拡張すること

第三

失業者労働忌避者等労働能力ある者は前各

号による救貧制度より除外し特別なる方法を

講ずること

そもそも､この ｢一般救護に関する体系｣の答

申は､大正15年7月15日になされた社会事業調査

会への諮問第一号 (いわゆる ｢社会事業体系二関

スル件｣)で､｢時勢ノ推移二鑑 ミ社会事業ノ体系

ヲ如何二定ム-キヤ其ノ会ノ意見ヲ求ム｣ 2)とし

て､諮問された ｢体系案｣の一環としてまとめら

れ､答申されたものである｡従って､昭和 2年6

月に､それまでにまとめられた ｢社会事業体系｣

中の三つの部分 (の一つ)として､とりあえず答

申されたものだった8)のであるo

つまり､その諮問は ｢其の範囲社会事業の全般

に亘 り非常に広汎な｣ 4) ものであって､主眼はあ

るべき ｢体系｣の整序に置かれており､個別具体

的な方途である個々の法制定までも期待していた

とは言い難い､と言える｡そのことは､以下に示

すような､諮問にあたっての ｢説明｣5)において

も､同様に窺える｡

我国に於ける社会事業は近時著しき発達を遂

げつ あゝりと雄も其間統制を欠き法規を以て体

系を整へたるもの甚だ少し｡今後時運の進展に

伴ひ各種社会事業の組織的発達を期せむが為に

は其施設経営に付て､公私の分界を区画し其の

依遵すべき規画を指示し或は事業に必要なる経

費に対し補助の途を講ずる等社会事業に対する

監督の組織及助成の方法を確立する要あり｡従

って､之に関する立法並財源に付､ L特別の考慮
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を払ひ以て社会事業の統制を計るの緊要なるを

認む.偽て之等に関し各位の意見を求む｡

社会事業調査会は､この ｢社会事業体系｣の審

議にあたって､特別委員会を設置して審議するこ

とになるが､その際､｢社会局提出の社会事 業 の

分煩に依って｣6)､ それぞれの分岐の領域ごとに

順次､調査 ･審議を行なっており､その領域ごと

に､答申案をまとめている7)O 従って､ ｢一般救

護｣の領域に関しても､｢社会事業体系｣の-分

岐として位置付け､答申をまとめたことは言うま

でもない｡

確かに､｢一般救護に関する体系｣の答 申は､

見ての通 り､他救規則の非近代的法規としての側

面を批判し､その全面改正を意味する新救貧制度

確立の必要を明示している｡しかし､その新たな

救貧制度確立の ｢要綱｣は､いわば､｢一般救護｣

の体系という観点から､制度整備の必要性とその

基本原則のいくつかを明らかにしたと言うべきで

ある｡その点の意義は大きい｡

しかし､新救貧制度確立の ｢時期｣については

触れてはいないし､新救貧法の制定のための ｢法

案要綱｣を示したわけでもなかった｡ また､ ｢社

会事業体系｣の他の領域に対しての関係について

は､言及しておらず､｢一般救護｣が他に優 先 し

て整備されるべきか否かについても､何ら触れて

いないのである｡

そこで､この ｢一般救護に関する体系｣の中身

にやや立ち入って､検討を加えてみたい｡

まず､この ｢体系｣は､第一に他救規則に代わ

る新たな救貧制度の確立､第二に社会保険制度の

漸次的確立ないし拡張､第三に失業者 ･労働忌避

者に対する特別な方策の三点をあげ､とくに実現

すべき新救貧制度については､いくつかの基本原

則を明確にしたものである｡これらのうち､第二

と第三 (とくに第三)については､大変興味深い

ものが暗示されている様に思える8)が､しかし､

その内容はあまりに簡単で､具体的内容が不明確

なので､それ以上の言及は避けたい｡

その意味で､やや具体的な内容を示しており､

検討の対象たりうるのは､第一である｡とはいっ

ても､そこであげている実現すべき新救貧制度の

基本原則は､見られるようにわずか数項目に過ぎ

ず､しかも､説明もない簡単なものである｡不明

確さや暖昧さを残しており､そこに見られる個々

の文言だけでは､厳密な評価は多分に困難がつき

まとう｡

そこで､この ｢一般救護に関する体系｣に多少

ともかかわ りがあったと思われる当時 の新 聞報

道､関係文書煩などの背景的資料9)や後 (昭和3

年8月以降)に登場する ｢救護法案｣等の関係文

書額 10)などを参照しつつ､吟味 ･検討 を行 な っ

た｡その詳細は煩項にわたるので､ここでは省略

し､その結果の部分のみ､つまり救護法との関係

にかかわる評価の結果を記しておきたい｡

結論は､｢一般救護に関する体系｣に盛 り込まれ

た数点の実現すべき新救貧法のいくつかの原則な

るものは､そのままでは､総体として､後の救護

法に実っていくものとなっているとは言い難い｡

すなわち､後 (昭和3年秋以降)に登場 す る

｢救護法案｣ll)や成立した ｢救護法｣には､それ

らの原則を大筋として踏まえて､制定されたとは

言えないものがある｡確かに､ある原則はそのま

ま盛 り込まれてはいる12)が､原則によっては､そ

のまま盛 り込まれていない13)だけでなく､まった

く異なるといってよい原則が､かなり登場してい

る14)からである｡

そのような全体としての判断からすれば､この

｢一般救護に関する体系｣に示される新救貧制度

の中身は､(後の救護法案ないし救護法その もの

と比べて)あまりに簡単すぎる上､不明確で暖昧

な点も多く､中には異なった原則を打ち出してい

ると思われるものもいくつか見られる｡

従って､｢一般救護に関する体系｣は､内容的

な面から見た場合､総体として､救護法に実ると

いう意味での､新救貧制度の骨格を基本的に示し

ているとは言えないのである｡救護法にいたるま

でには､もう一段発展 ･変化した､より具体的な

形で基本原則を打出した ｢法案要綱｣というべき

ものが登場する必要があると思われる｡

にもかかわらず､この ｢一般救護に関す る体

系｣は､他救規則の全面的な改正による新救貧制

度が必要であることを明示した点での意義は大き

い｡しかし､それを以て救貧立法の制定方針が確

定したもの､さらには､それを後の救護法の制定

に､ス トレートにつなげて考えるわけにはいかな
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い｡

少なくとも､それは個別具体的な ｢法案要綱｣

という形での､具体性を持ったものからは程遠か

った｡従って､それに基づいた法制定の推進を政

策として了承するものとしての､法制定意思の表

明 (合意形成)としての性格があったとは言い得

ない｡

(2) 法律集制定における社会事業調査会の役割

そのことは､法律案制定の手続き面からも指摘

できる｡すなわち､政府提出の法律案制定の一般

的手法としてほ､まず各種の政策審議 調査 機 関

(例えば､社会事業調査会) に対して､ ｢法案要

綱｣の原案を提出､審議にかけたうえで､そこで

の ｢法案要綱｣の決定 (合意形成)が な され た

後､具体的な法律案の立案作業にはいり､社会局

案､政府案として､法案がまとめられて行く15)と

いうのが通例である｡

なお､審議機関での審議の前後には､法制定の

必要性や理由などの根拠あるいは予算算出基礎な

どに用いるため､当該問題にかかわる各種の調査

が併行して実施されることがしばしばある16)0

以上のような法律案制定の手続きにおける､政

策審議調査機関としての社会事業調査会の役割と

社会局との関係が問題になろう｡基本的には､社

会事業調査会は､政策決定に関与する機 関 とし

て､政府内外の合意形成 (関係省庁および学識経

験者､議会関係者や利害関係者層のそれ)を図る

役割を負わされていると考えられる｡従って､法

律案の制定に関し､ そこでの合意形成 (｢法案要

綱｣の決定)を得ることは､社会局 (という官僚

機構)にとっては､極めて重要だったと思える｡

この社会事業調査会 (第二次)は､第一次のそ

れ (大正10年の勅令 ｢社会事業調査会官制｣によ

り設置)とは違い､官制によってではなく､閣議

決定 (大正15年6月)によって内務大臣の諮問に

応ずる調査審議機関として設置されたものであっ

たが､第一次のそれが ｢関係各大臣の諮問に応ず

る｣という点を除き､基本的性格はほとんど変わ

っていない｡

いずれにせよ､社会事業調査会は､社会局のイ

ニシアチブによって､すべての議案の用意をはじ

め､(臨時委員の任命や特別委員の選定なども含

め)そのお膳立てによって､社会局の トップクラ

スの官僚が就任する調査会幹事を中核に運営され

る｡その限 りでは､社会局 (官僚) の ｢意 の ま

ま｣という評価もないわけではないOだが､政策

決定の関与検閲としての､実効的な合意形成を図

るためには､相対的な独立性とそれなりの権威を

持たせる必要があったことは言 うまでもない｡

このような､法律案制定における社会事業調査

会の役割と社会局の関係を見てきた場合､次の三

点を確認できる｡

まず､第一に､｢一般救護に関する体系｣ の答

申は､当然のことながら､通例の ｢法案要綱｣の

決定という､(それに引き続く)法案立案作業 -

の着手を意味するような位置にあったわけではな

く､そのような審議 ･答申が期待されたものでは

なかったと言いうる｡

第二に､立法政策と言う点では､それが後の救

護法として実ると言う意味で､他救規則を全面改

正して新救貧制度を確立すべきだということを明

示したことは大きな意義がある｡しかし､それが

法制定にまで結び付く方針 (法案要綱)の決定ま

では含んでいない､ということも確かである｡

第三に､新救貧制度として､一般救護法の制定

の必要とその制定原則を打出しているが､それは

(他の形態の救貧立法ではなく)一般救護法とい

う形態の立法を優先して採用するべきだというこ

とまで､明確にしたものとは言えない｡

この第三については､やや微妙であるが､それ

は答申がそのことを明示していないためで､やむ

をえない｡ただ､ほぼ同時併行的に､同じ社会事

業調査会 (といっても実質審議を行なう特別委員

会のメンバーは異なる)で審議し､法案要綱まで

答申しているもの (児童扶助法案)があるという

｢事実｣の存在がある｡

この ｢事実｣に依拠すれば､明示していないと

いうことは､少なくとも､優先性についての立法

政策の選択は行なっていない､と考えるのが妥当

であろう｡つまり､この時点では､法制定作業と

して児童扶助法案がやや先行している実態を ｢黙

認｣する立場か､せいぜい､多少遅れたが一般救

護立法も推進するという ｢両方とも｣追求する立

場か､のいずれかの解釈しか出来ない こ とに な

るO

以上の点からして､この段階では､救貧立法制
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定方針は未だ確定していなかったと言えるのでは

なかろうか｡

ところで､この大正15年6月に設置された社会

事業調査会は､設置後の最初の第一 回総 会 (大

15.7.15)において､三つの諮問を受けてい る｡

すなわち､すでに指摘してきた諮問第- 号 (｢社

会事業体系二関スル件｣)と並んで､諮問第二 号

(｢児童扶助制度二関スル件｣)と諮問第三号 (｢不

良住宅密集地区ノ改善方策二関スル件｣)が それ

であるOこの諮問第二号と第三号の場合は､法律

案制定との関係はどうだったのであろうか｡

これらの二つの諮問の場合にも､諮問第-号の

場合と同じく､それぞれ特別委員会を設け､そこ

で審議を行なって答申案をまとめ､それを総会で

可決 ･答申するという手順は同様であった｡

但し､この第二号と第三号の場合には､諮問第

一号とは明らかに異なることがあった｡ す なわ

ち､この両者の場合には､それぞれ特 別委 員会

に､関係の ｢法案要綱｣が幹事案として示され､

その逐条審議を行なった上で､それを骨格とする

答申案 (｢法案要綱｣､いわゆる特別委員会の ｢成

案｣)を早々と9月にまとめたこと､ さらに､時

をおかず開催された社会事業調査会 (第二 回総

会､大15.9.29)で､ それを可決し､ 大臣宛に答

申したことである17㌔ このうち､諮問第二号の審

議経過については､次節でやや詳しく取 り上げた

い 18)｡
付け加えて言えば､そのようにして得 られ た

｢法案要綱｣に基づき､社会局は次期52通常議会

への提案をめざして､それぞれの ｢法案｣をまと

める作業 (具体的な法案の立案段階)に入ってい

る (一般に､審議磯関で法案要綱をまとめた場合

には､直近の議会-提案するための法案作成作業

に着手するのが通例19)とされている)O

社会事業調査会に諮問された三つの課題につい

ての取扱い (審議状況)の差異からしても､他の

二つの諮問とは異なり､諮問第-号 (社会事業体

系)の場合には､具体的な法律の制定 (法案要綱

の決定)を予定したものではなかったことが､明

らかであるOまして､さきに指摘したように､第

一号諮問の場合には､｢社会事業体系｣全般 にお

よぶ諮問であり､その一部である ｢一般救護に関

する体系｣の答申においても､そこまで予定して

いることはありえないと言えよう.

(3) 社会事業調査会での ｢児童扶助法案要綱｣

むしろ､社会局はこの時期には､以下のように

児童扶助法案をかかえており､その立案作業を優

先させていたという事情があったの であ る｡ な

お､念のために付言すれば､当時にあっては､こ

の児童扶助法案もまたいわゆる ｢救貧立法｣の一

つであったのであり､その意味では､(この時点

での救貧立法制定方針としてほ)一般救護法では

なく､児童扶助法案が優先されていたとさえ言え

る｡

詳しくほ次章で見るように､この児童扶助法案

は､総合的な一般救護法である単一立法主義に対

立する分化立法主義の立場の代表と言えるもので

あった｡したがって､すでにやや触れたことでは

あるが､先にみた ｢一般救護に関する体系｣の答

申 (昭2.6)よりも､ ほぼ六ケ月も早く答申した

｢児童扶助法案要綱｣の答申について､両者を対

比させる意味も含め､社会事業調査会における経

過などを見ておきたい｡

この ｢児童扶助法案要綱｣は､さきの指摘と重

複するが､社会事業調査会の第一回総会 (大正15

年7月15日)でなされた諮問第二号 (いわ ゆ る

｢児童扶助制度二関スル件｣)に対するもので あ

る｡

内務大臣の諮問は､｢社会ノ現況二鑑 ミ児童扶

助二関スル法制ヲ定ムルノ必要アルヲ認ム之三関

シ其ノ会ノ意見ヲ求ム｣ 20)としている｡

その諮問の ｢説明｣では､｢救貧防貧の社 会施

設は将来国民の中堅たるべき児童の保護より始む

ることを最も適切有効なりとす｣とし､さらに､

(我国児童保護事業の現状の不備を指摘､憂慮し

たうえで)､｢各種児童保護施設中最も緊要なりと

認むる貧困児童救済の為児童扶助に関する法制を

定めんとす｣21)と法制定への強い意向を明らかに

していることが注目される｡

社会事業調査会の審議は､特別委員会を設置し

て行なわれた｡審議にあたっては､第-回の特別

委員会 (7月23日)で､調査会幹事の ｢私案｣ 22)

として社会局で準備していた｢児童扶助法案要綱｣

(原案)が提出された｡この法案要綱の審議に入

るにあたって､新たな児童扶助制度の確立につい

て討議し､結局､制度確立の必要を決定 してい

- 38--



寺脇隆夫 昭和初頭における救貧立法制定方針の確定と児童扶助法案の帰趨(上) 345

別表 1 社会事業調査会での ｢児童扶助制度｣と ｢一般救護に関する体系｣の審議 ･答申をめぐる経過

特別委員会の開
催 ･審議

児童 扶 助 制 度
大15.7.15

諮問第二号

特別委員会の委員氏名
○-長､--途中交替

① 大15.7.23

② 大15.8.5

③ 大15.9.14

大15.9.29

〇二荒 芳徳 俵 孫- 潮 恵之輔

穂積 重遠 内ケ崎作三郎 田沢 義鋪

守屋 栄夫

≪特別委員会での審議状況≫

① 児童扶助に関する現行法規と貧困児童の現状につき､当局より説明｡幹事私案として､児

童扶助法案要綱の提出｡法案要綱の審議に入るに先だち､児童扶助制度確立につき討議､結

局制度確立の必要を認め､審議た入る｡

② 法案要綱の逐条審議｡当局との質疑応答｡

③ 前回質疑応答に基づき幹事提出の法案要綱に二三の修正を加-可決｡

≪調査会総会では､特別委員会決定の法案要綱を満場一致可決､答申≫

社会 事 業 体 系

(一般救護に関

する体系)

*15.7.15

諮問第一号

の一部

① 大15.8.16

② 大15.9.16

③ 大15.9.27

@ *15.10.6

昭 2.6.18

○東郷 安 浜口儀兵衛 岩切 重雄

山口 政二 鈴木寓士弥 山田準次郎

守屋 栄夫

《特別委員会での審議状況≫

① 富田幹事より､我国に於ける救貧制度概要の説明｡

② 大野幹事より､欧州各国に於ける救貧制度の説明｡午後､施設の実地視察｡

③ 幹事提出の救護に関する体系を参考案として審議を進める｡種々質疑あり､当局者より説

明｡

④ 各国に於ける社会保険制度の説明 (清水社会局書記官)｡ 引き続き審議｡ 結局､救貧制度

確立の必要を認め､救護に関する体系を決議｡

《調査会総会では､特別委員会決定の体系案を満場一致可決､答申≫

社会事 業 体 系

(児童保護事業

に関する体系)

大15.7.15

諮問第一号

の一部

G) 昭 2.7.7

② 昭 2.7.19

③ 昭 2.10.6

④ 昭 2.10.15

⑤ 昭 2.10.24

⑥ 昭 2.10.29

昭 2.12.16

○東郷 安 浜口儀兵衛 岩切 重雄

山口 政二 鈴木富士弥 山田準次郎

守屋 栄夫 加藤久米四郎 末広厳太郎

穂積 重遠

(疏) 岩村 通世 関屋 龍吉-武部 欽一

生江 孝之 原 泰-

《特別委員会での審議状況≫

① 富田幹事より､我国に於ける児童保護事業の概況に関する説明｡

② 児童保護事業の専門的説明 (東京帝大栗山博士､賛育会通水主事､書阪社会局書記官)｡

③ 幹事提出の児童保護事業体系案を参考として審議｡種々質疑あり､当局者より応答｡

④ 乳児保護の実際の説明 (京都帝大鈴木博士)､ 貧児保護 ･盲聾唖及び精神薄弱児教育の現

況 ･文部省の方針等の説明 (文部省小尾書記官)､質疑応答｡

⑤⑥ 前掲幹事提出の体系案につき逐条的に審議し､各部門に多少の修正を加へ原案を決定｡

≪調査会総会では､特別委員会決定の体系案を満場一致可決､答申≫

*(答申中で)｢貧困児童保護に関しては先ず桑に本調査会の審議決定せる別記児童扶助法案要

綱に基き之が制度を樹立するを適当とする｣としている｡

注1 ≪特別委員会での審議状況≫中の○内数字は,特別委員会の開催回､上欄の開催日に対応する｡

2 社会事業調査会の幹事氏名は以下の通 りであるが､個々の事案の担当は､不詳｡富田愛次郎､大 野 禄一

郎(大15.9.28まで)､安武直夫､小浜浄鉱

3 主に､社会局 『社会事業調査会報告 (第一回)』(昭和 3.2)により作成｡なお社会局 『社会事業調査会報

告(第二回)』(昭和 7.3)も参考にした｡
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る｡その上で､ 第二回の特別委員会では､ ｢法案

要綱｣(原案)の逐条審議を行なっている｡

特別委員会では､委員からいくつかの質問や疑

問点が出され､社会局当局者からの応答があった

とされている23)｡結局､第三回の特別委員会 (9

月14日)で､｢幹事提出法案要綱に二三の修 正 を

加え可決｣24)している｡さらに､それを受けて大

正15年 9月29日に開催された社会事業調査会の総

会で､特別委員会の ｢成案｣が決議され､答申25)

されたのである｡

なお､社会事業調査会では､さきに見た昭和 2

年 6月の ｢一般救護に関する体系｣の答申を挟ん

で､昭和 2年12月に､いわゆる ｢社会事業体系｣

の一環として ｢児童保護事業に関する体系｣の答

申 (特別委員会では前年の10月29日に可決)を行

なっていることにも触れておきたい｡

その答申中では､｢貧困児童保護に関して は 先

づ嚢に本調査会の審議決定せる別記児童扶助法案

要綱に基き之が制度を樹立するを適当とする｣26)

として､さきの ｢児童扶助法案要綱｣を添付して

いることを指摘しておこう｡

このことは､社会事業調査会のレベルでは､昭

和 2年 6月の ｢一般救護に関する体系｣の答申以

後も､少なくとも､昭和 2年12月の時点でも､さ

きの ｢児童扶助法案要綱｣の答申の実現 (法制度

化)を予定もしくは期待していることを意味して

いる｡このことは､さきの答申からわずかに一年

三ケ月しか経過していないのだから､当然と言え

は当然のことなのであるが--･｡

以上に見てきた社会事業調査会での､｢一 般 救

護に関する体系｣と ｢児童扶助制度｣およびそれ

に関連する ｢児童保護事業に関する体系｣にかか

わる諮問 ･答申の経過は､その時間的な位置関係

がいささか入 り組んでいる｡その関係を見易 くす

るため､この間の経過を一覧にしたものが､別表

1である｡

見られるように､調査会-の諮問そのものは､

同じ時点 (大正15年 7月)であったが､準備が進

んでいた (｢法案要綱｣の原案作成のほか､ 法 制

定のための全国調査も実施済みなどの)故もあっ

て､｢児童扶助法案要綱｣は､9月の総会で い ち

早 く答申を行なっている｡これに対して､ ｢一 般

救護に関する体系｣は､この大正15年 9月の時点

では､特別委員会での審議中であり､総会で答申

に至るのは､翌昭和 2年の6月である｡付け加え

れば､この後､｢児童扶助法案要綱｣についても､

同年12月の時点の ｢児童保護事業に関する体系｣

中で､改めて念押し的な確認を行なっている｡

もっとも､｢一般救護に関する体系｣にしても､

実質審議を行なう特別委員会では10月に審議を終

了し､｢体系｣を決定している｡ しかし､ 総会で

の答申を急がなかったことからすれば､｢一 般 救

護に関する体系｣に基づ く新救貧法については､

いまだ具体的な法制定作業に入ることは予定され

ていなかったことなどがわかる｡

注 (第一章)

1)社会局 『社会事業調査会報告 (第一回)』(昭3.2)

の20-21貢｡

2)社会事業調査会に対する内務大臣の諮問中の文言

(前掲､社会局 『社会事業調査会報告 (第一回)』､

15頁)0

3)この ｢社会事業体系に関する件｣(諮問第一号)

の答申は､全部で七つからなるが､まず最初に昭和

2年6月に三つ､次に昭和2年12月に一つ､最後に

昭和4年6月に三つ､に分けて答申されている｡

｢一般救護に関する体系｣は､その最初の昭和2年

6月になされた答申のうちの一つである｡注7参照

4)調査会での本諮問･答申の審議経過を説明した文

章中の表現 (前掲､社会局 『社会事業調査会報告

(第一回)』､16頁)0

5)前掲､社会局 『社会事業調査会報告 (第一回)』

15-16頁｡

6)注4と同じ｡

7)いわゆる｢社会事業体系に関する件｣(諮問第一

号)に関しては､次のように七つに分けて､順次､

審議を特別委員会で行ない､それぞれ総会で特別委

員会の決定案を可決､答申している (社会局 『社会

事業調査会報告 (第一回)』昭3.2および社会局 『社

会事業調査会報告 (第二回)』昭7.3による)0

一般救護に関する体系 (昭2.6.18答申)

(特別委員会の審議､大15.8.16-15.10.6)

経済的保護施設に関する体系 (昭2.6.18答申)

(特別委員会の審議､大15.10.18-15.ll.24)

失業保護施設に関する体系 (昭2.6.18答申)

(特別委員会の審議､大15.12.3-昭2.1.14)

児童保護事業に関する体系 (昭2.12.16答申)

(特別委員会の審議､昭2.7.7-昭2.10.29)

社会教化事業に関する体系 (昭4.6.19答申)

(特別委員会の審議､昭2.12.1-昭3.2.17)

社会事業機関並経費に関する体系(昭4.6.19答申)
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(特別委員会の審議､昭3.3.2-昭3.3.16)

医療保護事業に関する体系 (昭4,6.19答申)

(特別委員会の審議､昭3.4.21-昭3.12.18)

8)とくに､第三の ｢失業者 ･労働忌避者｣に対する

(前各号の)｢救貧制度より除外し特別なる方法を講

ずる｣とは､何を想定していたかが､気になる｡ち

なみに､注9の小島幸治文書中の ｢救貧法案に関す

る意見｣(大15.4.10)に含まれる ｢救貧法案要項｣

には､その第五章 (救助方法)で､失業者には (原

則居宅救助だが､場合により)｢公益的場 舎 (労働

寄宿舎)｣､避業者には ｢特別の施設 (労働植民地)｣

-の収容と訓練的労働 (失業者)ないしは懲戒的訓

練 (避業者)を規定している項目がある｡

9)当時､新聞報道された ｢新救貧法の骨 子 ま とま

る/社会局｣(大15.5.24)などの記事に見 られ る

｢救貧法案要綱｣､および､大正10年から15年春まで

社会局嘱託として携わってきた小島幸治の文書中に

含まれる ｢窮民救助法案要綱｣ (大14.7.4)､｢他救

規則改正案要綱｣ (大14.12.12)､｢救貧法案に関す

る意見｣(大15.4.10)､ さらに､社会事業調査会幹

事として特別委員会富田愛次郎が行なった ｢救貧制

度概況｣など｡

10)後の昭和3年以降に社会局内で作成されるいくつ

かの ｢救護法案｣やそれらの救護法案につ なが る

｢法案要綱｣的文書類などo

ll)昭和 3年秋以降に登場する ｢救護法案｣は､五つ

(その五番目のものは､成立法と同じ)が確認され

ている｡これらについては､注 1で示した論稿で､

そのすべてを､新資料として紹介したので､参照さ

れたい｡また､それらの法案に実る基本原則を打出

した事実上 ｢法案要綱｣ともいうべき資料 (｢公救

護法案摘要｣)についても､同様に紹介した ので､

あわせて参照されたい｡

12)一項 (救助の客体と範囲拡張)､四項(救助手段-

現金 ･現品 ･医療)､五項 (委員制度の設置)､六項

但書 (施設-の助成)などは､救護法案や成立した

救護法にはばそのまま盛 り込まれた｡

13､14)二項 (救助義務者の住所地主義と救 助 費補

助)､三項 (救助方法)､六項本文 (道府県 ･市町村

の救護施設設置と国の補助)などについて は､｢体

系｣の趣旨が瞭昧な部分もあり､項目により程度の

差はあるが､その主要な基本的部分が救護法案や成

立した救護法にそのまま盛 り込まれたとは言えず､

むしろ､異なる原則が登場している｡すなわち､こ

れら三点について､救護法案や成立した救護法では

次のようになっている｡

二項 居住地主義を原則としている｡また､救助

費補助は､当初の三つの法案 (①～③案)段

階までは､国庫のみの補助となっている｡

三項 三つの方法を並列せず,居宅救助が原則と

している｡

六項本文 設置主体には､主に市町村と私人を予

定している (道府県の設置は否定してい

ない)0

15)さらに､具体的な法案の立案過程は､まず該当部

局の (例えば社会局では保護課)の担当書記官 ･事

務官などにより､法案要綱に基づく最初の ｢法案｣

(仮草案)が起草される｡この仮草案が､省内 (外

局である社会局の場合は､局内)に設置された法令

審査委員会の審議にかけられ､数慶にわたる修正 ･

練 り直しが行なわれた後､｢法案 (完成草案)｣ (い

わゆる ｢社会局原案｣)がまとめられる｡

この局原案をもとに､政府部内の関係各省 (主と

して大蔵省)などと折衝が行なわれ､その修正を盛

り込んだ最終案がまとめられ､閣議に提出して､政

府案として決定されることになる｡

16)この社会事業調査会が､第一号諮問 (社会事業体

系)と同時に手掛けていた第二号諮問 (児童扶助制

度)と第三号諮問 (不良住宅地区改良事業)に関し

ては､次節以降で見るように､社会局はそれぞれ関

係法制定を意図して､以下に示すような大掛かりな

全国調査を実施している｡

児童扶助問題では､大正15年6-7月に ｢子女養

育中ノ貧困寡婦等二閑スル調査｣を全国にわたって

実施している (詳しくは､本稿末尾の資料4参照)0

また､不良住宅問題では､大正14年 6月に不良住

宅についての全国調査 (｢不衛生住宅地区調｣､人口

5万以上の都市および隣接町村が対象)を実施して

いる｡

17)前掲 『社会事業調査会報告 (第一回)』の53-58頁

(諮問第二号関係) および58-66頁 (諮問第一号関

係)参照｡

18)諮問第三号についての審議経過については､読者

のため､以下に簡単に紹介しておこう｡

諮問第三号 (｢不良住宅密集地区ノ改善方策 二閑

スル件｣)に関する社会事業調査会の審議も､特 別

委員会を設置して行なわれている｡

第一回の特別委員会 (大15.7.20)では､｢不良住

宅地区改良事業実施に関する大体方針｣について検

討し､｢改良事業実施要綱｣と ｢実施に関する希望

条項｣を決定している｡第二回の特別委員会(8.17)

では､幹事の提出した ｢不良住宅地区改 良法 案要

綱｣の逐条審議を行なう｡

第三回の特別委員会 (9.15)では､｢前回に於 け

る各委員の意向に基き幹事に於て作成 した る案｣

(修正案か)につきさらに審議､幹事提出の ｢法案

要綱｣と希望意見 (｢附帯決議｣)を可決している｡

その結果､9月29日に開催された第二回社会事業

調査会 (総会)は､特別委員会の経過報 告 と とも

に､｢法案要綱｣とその ｢附帯決議｣および ｢改 良
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事業実施要綱｣を決議 ･答申している｡

なお､付言すれば､その後､要綱に基づき社会局

がまとめた不良住宅地区改良法案は､昭和 2年 2

月､開会中の第52通常議会に提案され､通過して､

法律となった (昭2.3.29公布､施行は7.15)｡

19)例えば､大霞会 『内務省史』第一巻 (昭46.3)に

は､こうした法案作成作業の慣行の事例があげられ

ている(795-803頁).

20)前掲 『社会事業調査会報告 (第一回)』53貢､諮

問の文言｡

21)前掲 『社会事業調査会報告 (罪-回)』53-54頁｡

22)前掲 『社会事業調査会報告 (第一回)』中の議事

経過の文言 (54頁)｡.

23)質疑の応答内客の詳細は不明であるが､特別委員

会の審議で各委員から出された質問や疑問点は次の

ようなものであったことが､報告されている (前掲

『社会事業調査会報告 (第一回)』54-55頁)｡これら

の諸点のいくつかほ､児童扶助法案の問題点にかか

わるものであり､社会局側の ｢応答｣により､いさ

さか強引に押切った点なきにLもあらずの感を抱か

せる｡

(児童扶助制度に関して)

｢児童扶助制度の確立は我国古来の美風たる隣保

相扶の観念を破壊するの供なきや｣

｢本制度の実施は当初大都市にのみ限り漸次農村

に及ぼしては如何｣

｢児童の扶助のみ制度を確立し､老人の救済を後

にするは東洋道徳に反するものにあらずや｣

(法案要綱に関して)

｢児童の年齢を十四歳未満と限定したる理由｣

｢私生児を含まざるは社会立法としては不可なら

ずや｣

｢内縁の妻の意義如何｣

｢児童の養育を拒絶したる場合の強制方法如何｣

24)前掲 『社会事業調査会報告 (第一回)』中の議事

経過の文言 (55頁)｡

なお､ここで注目しておきたいのは､｢二三 の修

正を加へ｣られた ｢幹事提出の法案要綱｣であ る

が､これについては次章で触れる｡

25)この答申 (｢児童扶助法案要綱｣)については､い

うまでもなく､前掲 『社会事業調査会報告 (第一

回)』中に掲載されたものを用いた｡なお､当時の

社会局が作成したと思われる､この答申のみの単独

のテキスト(謄写印刷､B5判7貫､カタカナ使

用)も存在するが､カタカナ使用の点を除き､当然

ながら､同文である｡このカタカナ使用のテキスト

は､守屋栄夫述 『大正十五年の社会事業を顧みて』

(昭2.4)にも掲載 (12-15頁)されている｡

ところが､このほかに､小沢- ｢母性及児童保護

の社会事業立法概観｣(『教育』昭9.ll)で紹介して

いる ｢児童扶助法案要綱｣がある｡しかし､これは

著しく異なるテキストであり､何かのミスで案文の

段階のものか何かが､間違って掲載されてしまった

ものと思われる (当該論稿の本文で､小沢が法案内

容の要点を紹介しているが､それと対照しても異な

る)ので､ついでに指摘しておきたい｡

26)｢児童保護事業に関する体系｣の答申文中の ｢四､

貧困児童保護｣の項 (前掲 『社会事業調査会報告

(寡-回)』､29頁)

第2章 児童扶助法案の立案と議会への

提案の挫折､その要因

本章では､まず社会事業調査会の答申を得て､

社会局が大正15年末から開会される第52議会への

提案をめざして､｢児童扶助法案｣の立案作 業 を

行ない､社会局原案ともい うべき法案がまとめら

れたことを指摘する｡あわせて､従来､知 られて

いなかった法案を資料 として紹介するO

次に､｢児童扶助法案｣の議会への提案を め ざ

した法案提出への妥協や努力のい くつ か を 紹 介

し､それにかかわる資料についても提示する｡さ

らに､昭和 2年暮れから開会された第 54議 会 で

も､法案提出は行なえず､ついに挫折する経過を

指摘する｡

さらに､挫折するに至った要田や問題点につい

て､主に調査会での審議経過を通 じて検討を行な

うが､その際､大正15年-昭和初頭の段階で､児

童扶助法案が登場するにいたった経緯 (とくに児

童保護立法構想における児童扶助法案 の位 置 な

ど)にも触れつつ､その特徴や限界などを見てみ

たい｡

(1) 児童扶助法案の立案とその性格

社会局は､大正15年 9月末に答申された ｢児童

扶助法案要綱｣に基づいて､直ちにその秋には､

年末から開会される通常国会に提案すべ く ｢児童

扶助法案｣の立案作業にとりかかっている｡

当然､調査会の ｢法案要綱｣に基づいた最初の

草案ができあが り､それをもとに､検討作業が行

なわれ､修正 ･改良が行なわれて､最終的には局

内の法令審査委員会も通過 したいわゆる社会局原

案がまとまったと思われる｡ しかし､その間の具

体的な経過については､明確に伝えるものはほと

んどない｡い くつかの雑誌記事や関係者の論稿に

しても､断片的なものが多 く､それ らを総合して
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も､不明なところが多い｡

とくに､残念なのは､法令審査委員会を通過し

た法案 (いわゆる社会局原案)がまとめられた時

点が不明確で､それを確定するのがやや困難なこ

とである｡一般に､この社会局原案がまとまった

時点以降に､政府部内での (大蔵省 ･法制局など

との)折衝が開始され､(場合によっては法 案 を

さらに修正して)閣議決定に持込む (その政府案

を国会に上程する)段取 りとするとされている｡

社会事業調査会での答申を急いだことからすれ

ば､(第52議会提案予定案件の)通例として も､

大正15年の秋遅く (遅くも12月)には､社会局原

案がまとまっていたと考えるのが妥当であろう｡

それを示す有力な論稿もある1)｡ しかし,第52議

会-の提案は出来ないで終わり､昭和2年 4月に

は､内閣は交替 (若槻礼次郎-田中義一)してし

まう｡

他方では､昭和2年秋にも (第54議会提案予定

案件として)､社会局原案がまとめられた ことも

考えられ､それを示唆するような論稿もある2).

その場合には､この時点で始めて社会局原案がま

とめられたとするよりも､前年度のものを再度確

認したものか､ないしは多少修正した もの とし

て､改めてまとめられた可能性が大きい｡

それらの何れかであることは明らかであろう｡

だが､それを根拠づける文献資料は見当たらない

ため､明確な断定が出来ず､確定できないのであ

る｡多分､社会局原案としての法案は､同じもの

か､多少の修正があったか否かは不明だが､大正

15年秋と昭和2年秋の二度にわたって､まとめら

れたのであろう｡

いずれにせよ､それらのどちらの時期のものか

を知ることはできないが､この過程のものと考え

られる ｢児童扶助法案｣が二点 (仮に､ここでは

a案､b案と呼ぶ)｡ さらに､ その一点 (b案)

-の書込みによる修正したもの (ここでは､a､

b両案のように印刷物になったものでは ない の

で､仮に参考案と呼ぶ)を含めれば､三点8) とい

うことになる｡

これらのうち､a案､b案の二点は､いずれも

調査会答申の ｢法案要綱｣とその構成がほとんど

同じであることはともかく､内容的には､十分に

仕上げられているとは思えない拙さが見られる｡

その点からこの二点は､社会局の法令審査委員会

通過前の草案段階のもの (恐らくは保護課作成)

と推測される｡この二点の差異は､法の対象規定

の部分に集中しているが､それらを除きほとんど

違いはない｡これに対して､b葉上-の書込みを

基にした参考案は､内容的にはよく整備されてい

る｡その上､これらが含まれる文書の所蔵資料の

性格4)や書込み修正などの状況5)から､前記の法

令審査委員会の結論を書留めたものと推定しても

無理がない｡

したがって､ここでは､比較的整備されている

一点 (b案)および､それに書込み修正したもの

(参考案)を資料 1､資料2として､本稿の末尾

に紹介する｡

さらに､資料3として､法案要綱と法案(a案)

については､対象規定の部分のみを抽出して比較

したものを掲げておいたO

なお､それらを補足するために､別 表 2とし

て､調査会答申の ｢児童扶助法案要綱｣および残

りのもう一点の法案 (a案)も含め､その構成を

対比させたものを掲げておく｡

別表 2で概観できるように､これらの三つの案

は､当然のことながら､調査会の答申した ｢法案

要綱｣に基本的に沿った構成となっている｡とは

いえ､内容的には､｢法案要綱｣と比べ､① 要綱

の対象規定が寡婦を前面に出し､母子 (寡婦)扶

助の性格を明瞭にしていたのに対して､法案はそ

の他の貧困児童を含めて､児童の扶助を基本に､

母 (寡婦)の扶助もあわせ行なうと児童扶助的性

格を中心にしたこと､さらに､②救助主体の住所

地主義原則から現在地主義-の移行が見られるこ

と､③児童保護委員の規定が法案では消失してい

ること､などが主な相違点としてある｡

しかし､対象規定の変化は多少あったものの､

貧困寡婦 (母子)を主対象とする性格は､基本的

に変わっておらず､論議のあった欠格条項を利用

した私生児の排除も大きな変化はなかった｡

(2) 議会提秦に向けての妥協と挫折

作成された児童扶助法案は､局内の法令審査委

員会も通過したといわれるから､一応､社会局案

として政府内の折衝が始められたもの と思わ れ

る｡だが､政府部内 (主に大蔵省と法制局など)

の折衝がうまく進まなかったようで､結局,第52
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通常議会 (昭元.12.26-2.3.25)への提案は､ あ

きらめ ざるを得 なか った よ うである｡

とはいえ､児童扶助法案は､ 9月 の調査会 の答

申以後､12月には第- 回全国児童保護事業会議が

開催 され る6)ことな どもあ り､大正15年 の 秋 に

は､児童扶助法案への期待や関心が盛 り上が って

いた｡ と くに､社会事業 ･児童保護事業関係者か

らは､批判 も含めて具体的 な改善要望や意見 も出

され ていた7)0

そ うした期待や関心に応 える よ うに､昭和 2年

度に入 ってか らも､(4月には内閣交替があ っ た

が)努 力は続 け られた｡最終的には､昭和 3年度

別表2 児童扶助法案要綱 (答申)と三つの児童扶助法案の構成概要

児顎 莞莞習 l児童扶㌍ 5*～&a完 )
児童扶助法案 (b案)

-(大15-昭 2頃)
児童扶助法案(参考案)

(大15-昭 2頃)

1-18項 lト24条 ･附則

十四歳未満の子を養育
する寡婦等 (内縁の妻
た りし者含む)
十四歳未満の寡婦の子
十四歳未満の孤児 (餐
困の為生活すること能
はざるとき)

母 (寡婦)
の欠格事由

十四歳未満の
寡婦等の子
孤児等
(貧困の為生活するこ
と能はざるとき)

母 (-寡婦等)
(内縁関係含む)

ト21条 ･附則

十四歳未満の
父母死亡等の子
父母一方死亡等の子

(生活すること能はざ
るとき)

母 (-寡婦等)
(内縁関係規定なし)

虐待､不行跡､其の他
の事由により子の養育
を為すに適せざるとき

養育を為すに適せずと
認めるとき
(取消 ･停止 ･変更)

扶助主体と
その扶助義
務

住所地の市町村長 (住
所地不分明等のとき現
在地の市町村長)

施設家庭-
の収容委託
処分

同 左

同 左

卜16条 ･附則

同 左

虐待 ･不行跡 ･其他子
の養育を為すに適せず
と認めるとき (取消)

同 左 現在地市町村長

規定あ り
(当該処分を拒むとき

児童の扶助せず)

規定あり
(当該処分を拒むとき

扶助せず)

同 左 規定あ り
(当該処分を拒むとき

の欠格競走なし)

扶助の種類 】現金､現品､医療 同左 l 同 左規定あり l規定あ り

扶助の程度
方法など命令に委任 墓詣霊讐避雷管ヂl 同 左

禁 詣墓副 規定なし

命令に委任
規定あ り l規定あ り

市町村の任意設置､市
町村の補助機関､名誉
職､費用 ･報酬の規定

当該 (-住所地)市町
村 讐警護表芸謂 芽昌と Z 同 左

扶助をなしたる (-現
在地)市町村

国庫2/4 道府県1/4 同 左 l 同 左

詣 裏芸)(資力ある扶 l莞写真基#(叢書)&る本
同 左

同 左

同 左

規定あ り 1規定あ り l規定あ り

笠蒙霊芝吉報 歴芝 垣副 同 左
同 左 同 左

注1 それぞれの､要綱 ･法案から筆者 (寺脇)が要約 ･まとめたもの｡とくに､対象規定については ､ 別紙に

原資料の関係条項を添付 したので参照されたい｡

2 ｢児童扶助法案要綱｣(答申)は､ 社会局 『社会事業調査会報告 (罪-回)』 (昭3.2)に収録されているも

のを使用した｡三つの ｢児童扶助法案｣(a案､b案､参考案)は､ 大正15年9月以降､ 昭和 2年頃までの

間に､社会局保護課内で作成されたと思われる文書 (謄写印刷､未刊)を使用した｡
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途中 (4年 1月)からの施行や大幅な経費減額な

ど法案提出-の妥協や努力も行なわ れ た｡ 例 え

ば､資料4および資料5(-①､-②)として示し

たものは､その一端と思われる｡これらの資料に

は､その作成日付の記載がないが､その内容 (昭

和 3年度予算への計上を予定)から､ほぼ､第54

議会前の昭和2年秋頃のものと思われる｡

まず､資料4は､社会局が児童扶助法の制定を

意図して (｢児童扶助二関スル基礎資料ヲ得 ソガ

為｣に)､大正15年6-7月に全国的な規模 で実

施した調査をまとめた ｢概要｣である｡この資料

を見る限りでは､ごくあたりまえの､児童扶助問

題の要扶助老数を知るための調査概要 に過 ぎな

い｡

しかし､問題は､その結論たる ｢全国的推算ノ

結果｣に示される数値にあるし､それを導き出し

た最大のポイントたる ｢貧困/程度｣(謂査標準)

の如何にあると思われる｡というのも､そこで得

られた結果 (｢寡婦､準寡婦及子女等の数｣80,714

人)が､資料5で示す ｢所要経費｣の積算根拠の

中核部分 (ほかには､孤児 ･棄児 ･迷児 ･遺児が

2,203人)として使用されているからである｡

というのも､この ｢子女養育中ノ貧困寡婦等二

関スル調査｣については､調査にあたった社会局

の関係者によって､結果がまとめられた直前 ･直

後の時点で､さきの数値とは著しく異なる結果が

公表されている8)9)からである｡

このうち､直後の確定した結果としてほ､ ｢全

国世帯総数の約四割の範囲に付き･･--調査し其の

結果を以て推定｣した数値として､｢全国の子 女

養育中の貧困寡婦､四二､九〇四人､其の養育せ

る子女九一､〇三五人､準寡婦 (配偶者の所在一

年以上不明なる者､夫在監中の老その他)一三､

三七四人､其の養育せる子女二七､七八二人であ

って之が合計数は一七五､〇九五人となる｣ 9) と

している｡

数値が異なった最大の理由は､ほぼ明らかであ

って､実際の調査時の対 象者 の ｢貧困の程度｣

(調査標準)は､この資料4の ｢概要｣とは大き

く違って､かなり高く設定されていた10)ためであ

る｡それゆえに､調査結果の要扶助人員は､半分

近 くに減少してしまったのである｡実際の作業と

してほ､恐らくは､中間的な集計表レベルで､新

たな低い調査標準に基づき､再集計を行なった結

果と思われる.

このような操作をした直接の理由は､ほぼ明白

で､問題の児童扶助法の所要経費の概算額を抑え

るためだったと思われる｡恐らく､財源が逼迫し

ている中での､大蔵省などとの事前折衝で､法案

の了承を取付けるための手段として､用いる (め

るいは用いた)ためだったとも思える｡

しかし､これを小手先の操作と見るべきではな

く､法の対象に対して行なう ｢扶助の程度｣(｢法

案要綱｣等では施行令に委任)について､当初予

定していた水準より低く設定する方針を採用し､

それに合致させて調査標準を引き下げることとし

たというのが妥当なところであろう｡

その反映というべきものが､次にあげ る よ う

な､｢扶助の程度｣についてあらわれた新た な文

言に見ることができることを指摘しておこうOす

なわち､法案そのものの中で､｢扶助-生活 二必

要ナル限度ヲ越-ルコトヲ得 ズ｣(b案の9条)

とその程度に言及したり､｢法案要綱｣の趣 旨説

明で､(扶助の程度につき)｢其ノ程度-児童養育

二必要ナル程度二止ムルコト｣を新たに加えた

り11)､というのがそれである｡

資料5の所要経費が､実際上､当面の初年度予

算としてほ､｢-ヶ年所要経費｣そのまま (資料5

-①)ではなく､昭和 3年度の ｢三ケ月分｣だけ

の計上 (資料5-②)であることなどもまた､財

源がない中での苦心を物語るものであろう｡この

資料からすれば､法の施行は年度途中ぎりぎりの

昭和4年 1月を予定していることになる｡

しかし､その折衝は難航して､昭和3年初頭に

なってからも､閣議決定に持込む体制までに至ら

ず､結局､第54通常議会 (昭2.12.26-3.1.21)は

政争が激化し衆議院解散となったことも絡んで､

児童扶助法案は挫折してしまうのである｡

(3) 挫折の要因と問題点､とくに児童保護立法

整備における位置

大正15年～昭和初頭の時期に登場した ｢児童扶

助法案 (要綱)｣は､細部はともかくとして､ ほ

ぼ見てきたような経過を辿って挫折してしまった

わけである｡

言うまでもなく､この児童扶助法案は､大正15

年 6月に設置された社会事業調査会が､不良住宅
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地区改良法案とともに最初に手がけた､制度整備

のための立法政策上の答申であったoLかも､大

正6年の救済事業調査会以降､同8年の社会課､

同9年の社会局設置以来､多年にわたって懸案と

なっていた児童保護立法の一番手でもあった｡

社会局にあっても､その実現のた めには､ 当

然､それなりの準備を行なっていたであろう｡に

もかかわらず､一方の不良住宅地区改良法案が立

法化に成功する中で､児童扶助法案はその実現を

見ることなく､誕生させることが出来なかったの

である｡

その原因は何だったのだろうか｡いくつかの原

田が考えられるが､以下､三点にわたって､その

要田や問題点を検討しておこう｡

①社会事業調査会の審議 ･答申過程での問題点

ここでは､最初に､社会事業調査会の審議過程

ですでに見られた､次の二つの側面から問題に迫

ってみよう｡すなわち､さきの1章の(3)で指摘し

たことだが､社会事業調査会の特別委員会での審

議の際に､いくつかの質疑がなされたことと､幹

事提出原案に ｢二三の修正を加へ｣て可決したこ

との二つに､注目したい｡

まず､第一に､質疑応答についての問題である

が､質疑内容自体はすでに1章の注23で紹介して

ある｡そのうち､次の二点の質疑がとくに注目さ

れる｡

一点は､｢老人の救済を後にする｣ことを問題

視したと思われる質問である｡これは､児童扶助

法案の先行 ･突出ともいうべき事態を憂慮した質

問である｡しかし､それは,直ちに均衡のとれた

総合的な救護を行なうべきだという議論につなが

る｡

さらに､同様な状況にある児童 ･老人 ･不具癒

疾者 ･病者などを､それぞれ分野別に立法整備す

るのは容易ではない｡とすれば､均衡を保ちつつ

｢救済｣するためには､それらの救済対象をすべ

て包含した総合的な救貧法の方が好ましいとする

議論への発展も予想し得ることである｡

二点は､｢私生児を含まざるは (不可)｣という

意見的質問だが､これは後に､児童扶助法が実現

しなかった有力な原田と誤って言われた12)問題点

である｡但し､問題だったのは､この児童扶助法

案の対象から私生児を排除したことにあった｡こ

の点を社会事業関係者は問題にしたが､彼らはむ

しろ児童扶助法案の推進側であった｡

｢法案要綱｣においてほ､原則として寡婦 とそ

の子に限定し､私生児や鮮夫の場合は対象となら

ず､とくに､母 (秦)が法上の婚姻関係ないし内

縁関係にない場合には､私生児およびその母は扶

助の対象とならない (欠格事由とも関連13))｡つ

まり､私生児とその母を排除する方針だった｡

この点について､注7で指摘した東京府社会事

業協会､大阪社会事業連盟､全国児童保護事業会

議などの児童扶助法案要綱-の意見 ･決議などで

も､｢私生児｣(大阪の場合は､その母も含む)杏

排除すべきでないことを主張し､再考を要望して

いる｡しかし､この社会局の方針は､調査会の ｢法

案要綱｣の審議過程のみならず､その後の法案の

立案過程でも変わらなかったとされている14)0
この後者に示されるものは､ここでの私生児問

題は､児童扶助法案をなんとか推進したいとする

立場から､私生児とその母は対象としない (排除

する)ものとして登場し､推進派からは非難を浴

びていたことに､注目しておきたい｡

ところで､第二に､社会事業調査会 (特別委員

会)で修正を加えられた幹事提出の原案がいかな

るものだったか｡また､どのような点がどう修正

されて､答申の ｢法案要綱｣となったかが問題で

ある｡しかし､当初の ｢法案要綱｣の答 申原 案

は､その内容が公表されておらず､いくつかの社

会局関係の内部資料類にも見当たらな い｡ さ ら

に､この間の修正についての経緯 ･内容を伝える

文献 ･資料類も見当たらないo

Lたがって､わずかに言えることは､質疑応答

で問題にされた諸点のうち､いくつかにかかわる

ものが､何らかの修正を加えられ､答申原案が成

案となったと推測することが出来るだけである｡

なお､この答申原案については､当時の雑誌に

それらしいもの (｢扶助児童の保護要 項｣15))が

紹介されたことがある｡筆者の判断では､これは

原案をつくるための素材的試案18)が リークされた

ものと思われる｡それ故､ある程度の参考にはな

るが､それを以て､疑問点の検討を行 な うこ と

は､ほとんど不可能と言わねばならない｡

とはいえ､参考になる関連事項として､素材的

試案と見られるこの ｢扶助児童の保護要項｣との
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対比から､次の二点は指摘しておくべきだろう｡

その一つは､この ｢保護要項｣の内容は､注16

で示した､かつての大正8-9年段階の ｢児童保

護法案要綱 (未定稿)｣の ｢扶助児童の保護｣を

主体に ｢児童保護委員｣をプラスした構造になっ

ていることである｡この点､調査会答申の ｢法案

要綱｣でも､ほぼ同様の構造とであると言ってよ

い｡但し､扶助対象が寡婦とその子 (孤 児等 含

む)となっていることが､大きな違いとしてあげ

られる｡

つまり､｢保護要項｣が名実ともに児童扶助 法

案なのに対し､答申の ｢法案要綱｣では､文字通

りの児童のみを対象とした ｢児童扶助｣ では な

く､(｢児童扶助法案｣という名称にもかかわ ら

ず)実質上は母子を対象とする ｢母子 (寡婦)扶

助｣となっていることが特徴と言える｡だが､法

案の立案段階では､この特徴はやや後 退 し､母

(寡婦)の扶助は前面には出なくなっている (質

料2と3に示したb案と参考案など参照)0

もう一つは､｢保護要項｣では貧困児童の就学

奨励問題への ｢教育｣的見地からの言及が比較的

明瞭になされている17)のに対して､答 申 され た

｢法案要綱｣ではそうした見地はまったくみられ

ない､ことである｡教育的見地の消失は､｢法案｣

(b案 ･参考案)の場合でも同様である｡

このことに関連し (あるいは ｢教育的見地｣の

消失に代わって､というべきか)､昭和3年 10月

に､文部省は ｢学齢児童就学奨励規程｣(文部 省

訓令)を制定し､｢貧困ノ為就学困難ナル学齢 児

童ノ就学ヲ奨励スル為教科書､学用品､被服食料

其ノ他生活費ノー部又-全部ヲ支弁又-給与｣す

る国庫補助制度を設けた (昭和4年度の国庫補助

金は50万円)ことを指摘してお きたい｡(貧困児

童についても)教育にかかわる領域は文部省で､

というシマ割 りが出来つつあったのである｡

②児童保護立法整備における位置について

次に､児童扶助法案の基本的性格とで もい う

か､児童保護立法整備 (あるいは児童保護体系)

における位置付けについて､その沿革的な点を含

め､検討しておきたい｡

まず､｢法案要綱｣の性格だが､母子 ･寡婦扶助

(ないし ｢貧児扶助｣)プラス児童保護委員制度と

いう内容からなっていることは､明らかである｡

これは､すでに指摘18)されているように､かつて

の救済事業調査会､あるいは社会局設置以来の懸

案である児童保護立法構想としての､総合的な児

童保護法を断念したところから登場した次善 策

(その基幹部分である児童保護委員と貧児扶助-

母子扶助に当面絞る)だったととらえられよう｡

ところが､紹介した ｢法案｣の限 りでは､この

法案段階では､児童保護委員制度は消失してしま

って､貧児扶助-母子扶助のみとなっている｡

いずれにせよ､ポイソトはこの貧児扶助-母子

扶助にあったのであるが､｢児童扶助法案｣ とい

う名称の採用 (｢改題｣19))を含め､そこには二

つの問題が存在したと思われる｡

すなわち､一つは､｢救貧制度と社会保険 との

中間にもうけられたもの｣としての外国での ｢母

親年金制度｣や ｢母子扶助制度｣を想定しつつ､

｢児童扶助法案は母子に対する救貧と蕃極的扶助

との折衷を目標としたもの｣20)と位置づける側面

である｡内務省社会局保護課の名で､先進諸国の

母子扶助制度を紹介する論稿21)を掲載しているこ

となどからも､こうした性格は十分に意識してい

たと思われる｡

しかし､そうした性格は､｢その内容は如 何 に

も飛躍的｣｢時期尚早｣という批判につながるし､

｢その内容が他の社会立法と全然均衡を持ち難い

という理由｣急2)に転化することも､意味した｡

もう一つは､その内容は ｢主として寡婦 (又は

母子)扶助であって､児童扶助と云ふには甚だ足

りない｣23)とする批判である｡それを受け入れれ

ば､寡婦 (母子)-の居宅での扶助という特質を

外して､貧困児童へ対象を拡張することになる｡

さらに､寡婦 (母)は､児童と異なって､一般に

労働能力があるという理由からすれば､貧困児童

のみを対象にした児童扶助ということになる｡

しかも､財源が乏しければ､扶助を行なう ｢程

度｣(水準)は､切下げられ､制限的 ･救貧的に

なる｡この場合の行き着く先は､一般救護法のも

とで､児童も救護対象とする､ということであろ

う｡一般救護法への ｢吸収｣ということになる｡

③救貧法制整備をめぐる路線対立と ｢分化立法

主義｣の代表

最後に､児童扶助法案の登場は･革竿法制整備

をめぐる二つの路線対立の｢方である ｢分化立法
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主義｣路線の代表 としてであったことについて､

検討 しておかなければならない｡ しかも､社会局

の内部にもこの路線対立があ り､児童扶助法案の

推進については､当初か ら消極的だった と思われ

るふ し糾)がある｡

ところで､この大正15年～昭和初頭 の 時 期 こ

そ､以下の3草で詳 しく見るように､救貧法制の

整備 ･近代化をめざす二つの路線の葛藤があ り､

児童扶助法案はその渦中にあったのである｡

しか し､この点の検討は 3章以下の課題でもあ

り､紙面の制約 もあって次号に譲 りたい｡

注 (第2章)

1)小沢- ｢母性及児童保護の社会事業立法概観｣

(『教育』昭9.ll)

2)守屋栄夫 ｢家庭悲劇の防止と児童扶助立法｣(『社

会事業』昭3.1)

3)このほかにも､後に､社会局が議会審議用に作成

した 『母子保護法案参考資料』 (昭12､謄写印刷文

書綴､末刊行)に､このときのものと思われる ｢児

童扶助法案｣が収録されていることが､その目次に

記載されている｡しかし､残念ながら､この文書綴

は後半部が欠落しているため､その内容を見ること

ができないので､それらとは別個のものなのか否か

確認できない｡

4)これらの原資料の文書は､旧協調会文庫の所蔵文

書中に含まれていたものであり､その性 格か ら し

て､社会局長官 (長岡隆一郎)室のものであった可

能性が高い｡

5)とくに､b案の原資料 (謄写印刷)には､多くの

条文修正のための書込みが鉛筆書きでなされている

が､その修正によって､法案の条文ほより洗練され

たものになっている｡恐らくは法令審査委員会の書

記かまとめ役的メンバ- (あるいは長岡自身)が使

用したものだろうと思われる｡

6)この第一回全国児童保護事業会議では､協議事項

の筆頭に ｢児童扶助法制定に関する件｣ が あげ ら

れ､二日間にわたる総会および特別委員会での議論

の結果､当局への建議事項が決議されてい る (『第

-回全国児童保護事業会議報告書』､中央社会事業

協会刊､刊行年月日の記載なし､80頁)｡

その趣旨は,｢児童扶助の趣旨に基き､更に其の

範囲を拡張すること｣として､①病弱 ･精神薄弱 ･

不具児の扶助年齢の延長､②扶助の範囲を妊婦に及

ぼす､③私生児の母の扶助､④夫に三ケ月以上遺棄

せられた母子の扶助､などをあげている｡

なお､前掲 『報告書』には､総会 ･特別委員会で

の論議の概要が掲載されているこまた､論議 の中
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で､東京 ･静岡 ･大阪などの社会事業関係者から提

出された法制定に関する ｢希望事項｣や ｢意見書｣

も掲載されている｡

7)社会事業関係者の児童扶助法案 (要綱)への反応

は早く､東京 ･大阪などの関係者は､9月末の調査

会の答申の直後から､数慶にわたって会合を持ち､

｢法案要綱｣について検討 ･討議している｡その結

果､次のような児童扶助法案への ｢意見｣や ｢修正

意見｣などの要望事項を､10月初旬にはまとめて､

社会局等に提出している.

大阪社会事業連盟 ｢児童扶助法要綱に対す る意

見｣(『社会事業研究』大15.11の ｢連盟記事｣

欄に掲載)

東京府社会事業協会 ｢児童扶助法に対する本協会

の修正意見｣(『東京府社会事業協会 々報』大

15.12の ｢会報｣欄に掲載)

8)山崎厳 ｢児童問題の基調｣(『社会事業研究』大

15.9)｡ この山崎の論稿は､集計結果がまとまりそ

れに基づく推計を行なう直前のものと思われる｡そ

こでは､｢生活及養育に困窮せる貧困なる寡夫鱗夫

及其の児童は総数十五万 (児童のみにて十万)を越

ゆる見込｣としている｡

9)守屋栄夫述 『大正十五年の社会事業を顧み て』

(昭2.4)の62貢｡この論稿は､推計直後の確定した

数値に依拠したものと思われる｡繁雑なのでいちい

ちその根拠はあげないが､調査結果については､こ

こであげられている数値が最も信悪性があるo

なお､前掲､小沢-の ｢母性及児童保護の社会事

業立法概観｣では､｢十八万四千五百八十人｣ とい

う数値をあげている｡

10)当初の調査標準 (貧困の程度)では､例えば､親

一人子女一人の場合､市部で ｢四〇円｣であり､子

女一人増す毎に ｢一〇円増｣となっている(『社会事

業研究』大15.7の ｢内外嚢報｣欄の記事 ｢母子扶助

法の制定- 其準備調査実施｣に基づく)0

ll)守屋栄夫述 『昭和二年の社会事業を顧みて』 (昭

3.10)の72貢｡この文言は ｢法案要綱の概要｣とし

てあげているのだが､もともとの ｢法案要綱｣には

そのような趣旨の条項 ･文言はない｡

12)社会局保護課長持永義夫述 『母子保護法に就て』

(東京府学務部社会課､昭12)の1ト12頁には､こう

した趣旨の記載がある｡

但し､この児童扶助法案の場合､私生児問題があ

ったことは事実としても､その挫折の有力な原田と

するのは､大正8-9年段階であらわれた児童保護

立法構想中の､いわゆる ｢養児 (貰い子)保護問

題｣に関するものと取り違えた誤りではないかと思

う｡この ｢養児 (貰い子)保護問題｣が､さきの児

童保護立法段階での重大な障害となった隠された事

情については､生江孝之 ｢我国児童保護事業の発展
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過程とその動向 (其の三)｣(『社会事業』､昭22.8)

により､明らかにされた｡

13)例えば､答申の ｢法案要綱｣(四項)の｢寡婦=-･･

子の養育を為すに適せざるときは之を扶助せざるこ

と｣とか､｢法案｣b案 (7粂)では ｢母養育 ヲ為

スニ適セズト認ムル トキは- -扶助ノ取消､停止又

-変更ヲ為ス｣などと､扶助の欠格条項を設けてい

たため､私生児の母であること自体をこの欠格事由

に該当させることで可能となる｡

14)『社会事業研究』(昭2.ll)の ｢内外柔報｣欄の記

事 ｢児童扶助法案制定- 愈よ釆議会へ提出｣の記

事によれば､児童保護事業関係者などの私生児を排

除している ｢原案修正｣の要求 に､｢国家が正式に

認めた結婚に依て出生したものならば､勿論である

が､私生児を扶助することに為れば一面弊害を伴ふ

ものである｣とする理由で､ついに応えなかった､

と伝えている｡

15)『児童』(大15.7)の雑報欄の ｢貧困児童の扶助保

護給与の要項｣と題する記事中に掲載｡

16)注15の記事が ｢今回設置された社会事業調査会に

- -諮問される等｣として紹介したものは､全部で

18項目におよぶ ｢扶助児童の保護要項｣である｡

記事内容や ｢保護要項｣の内容は､一見､｢法案

要綱｣の原案らしく思われる｡しかし､原案に近い

もの (原案を作る過程での素材的試案)であるとは

言えても､原案そのものとは思えない｡

なぜなら､その18項目は､かつて大正8-9年段

階に構想された､総合的児童保護立法の一つとして

用意された ｢児童保護法案要綱 (未定稿)｣中の第

五章 (扶助児童の保護)の1-17項に第二章 (市町

村長及児童保護委員)の-項目 (28項)を加えたも

ので､各項の文言もほとんど同一だからである｡こ

れが原案では､あまりにも安易すぎるoLかし､そ

の内容面からすれば､対象児童を ｢公生私生を問わ

ず｣としている点を除桝 ま､要綱原案であったこと

を完全には否定できないものがあるので､原案の素

材的試案がリークされたものと考えている｡

なお､大正8-9年段階の ｢児童保護法案要綱

(未定稿)｣については､以下の拙稿で､その全文を

紹介してコメントしたことがある｡

寺脇隆夫 ｢大正8-9年段階の児童保護立法構想

に関する資料｣(『社会事 業史研 究』第8号､

1980年11月)0

なお､第 1章の荘25で指摘した小沢-の論稿に掲

載された ｢児童扶助法案要綱｣ (全12項目)は､そ

の内容にかなり杜撰なところが目立つ｡しかし､少

ないとはいえ､この段階の原案であった可能性も否

定できない｡

17)例えば､｢保護要項｣の一項には､(14歳未満の児

童で)｢貧困のため養育及び教育を受くる事能わ ざ

る者｣という対象規定があるし､三項には､｢給与

は衣服食料医療又は学用品に必要なる費用を標準｣

とすることを規定するなどしていることが､それで

ある｡

18)生江孝之 ｢我国児童保護事業の発展過程とその動

向 (其の三)｣(『社会事業』昭22.8)0

19)前掲､生江の論稿の文言｡

20)前掲､小沢- ｢母性及児童保護の社会事業立法概

観｣｡
21)内務省社会局保護課 ｢児童自宅扶助制度に就て｣

(『社会事業』大15.ll-12)0

22)前掲､生江の論稿の文言｡

23)原泰- ｢時事鎖言｣(『社会事業』大15.12)0

24)例えば､原泰-ほ大正15年秋遅い時点で､｢灰 聞

する所によれば､--此児童扶助法案は､今年度に

於いて到底議会に提出さるる迄に機運熟さないやう

である｣(前掲､｢時事鎖言｣)と､内部情報を伝 え

ている｡

また､後年のことだが､前掲､小沢- ｢母性及児

童保護の社会事業立法概観｣においても､(当障 を

回顧して)｢その頃省内主 〔首〕脳部の間では母 子

扶助立法が我邦の現状に照して未だ精々進み過ぎて

居るとの考が強かったやうである｣と記している｡

(てらわ き たかを 教授)

(1996.1.12 受理)

資料 1 児童扶助法案 〔b案〕

〔日付記載なし B5判8頁 謄写印刷 縦書 (秘)の朱印〕

〔表紙に､｢改｣および ｢極秘｣の書入れ､本文の書入れも多し〕

第-粂 尋常小学校ノ教科ヲ終了セザル十四歳未満ノ

老左二掲グル場合二於テ生活スルコト能-ザル トキ

-本法二依り之レヲ扶助ス

ー 父及母死亡､所在不明､入監､重病､不具廃疾

又-老衰等ノ事由アルトキ

ニ 父母ノー方前号こ該当スル事由アリ他ノー方其

ノ家庭二於テ養育ヲ為スト中

第二粂 前条第二号こ該当スル母二対シテ-命令ノ定

ムル所二依り其ノ子 卜併七扶助スルコトヲ得

第三粂 扶養義務者扶養能力アルニ拘ラズ其ノ義務ヲ

履行セザル トキ-扶助ヲ為サザルコトヲ得

第四条 扶助-扶助ヲ受クべキ老ノ住所地市町村之ヲ

為スべシ但シ住所地現在地 卜異ルトキ-此ノ限二在

ラズ
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扶助ヲ受クべキ老ノ住所地ナク若-分明ナラズ又

-前項但書ノ場合二於テ-現在地市町村之ヲ為スベ

シ

第五条 市町村長扶助ヲ受クル児童ノ養育上必要アリ

ト認ムル トキ-之ヲ其ノ市町村ノ施設二収容シ又-

適当ナル家庭､公私ノ育児所共ノ他ノ施設二委託ス

ルコトヲ得

前項ノ場合二於テ扶助ヲ受クル者又-現二養育ヲ

為ス者市町村長ノ処分ヲ拒 ミタル トキ-扶助ヲ為サ

ザルコトヲ得

第六条 前条第一項二依 り収容又-委託セラレクル児

童ニシテ親権ヲ行7着ナキ トキ-明治三十三年法律

第五十一号二依ルノ外市町村長-勅令ノ定ムル所二

依 り自ラ後見人ノ職務ヲ行フ此ノ場合二於テ-後見

人-後見ヲ行フコトヲ得ズ

第七粂 第二粂二依 り扶助ヲ受クル母養育ヲ為スニ適

セズト認ムル トキ-市町村長-其ノ扶助ノ取消､停

止又-変更ヲ為スコトヲ得

第八粂 扶助ヲ受クル者死亡シタル トキ-埋葬費ヲ給

スルコトヲ得

第九粂 扶助-生活二必要ナル限度ヲ超ユルコトヲ得

ズ

第十条 扶助ノ種類-現金給与､現品給与及医療 トス

第十一条 扶助ノ程度､方法､児童養育其ノ他扶助三

関シ必要ナル事項-命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十二条 市町村長-児童ノ扶助二閑シ必要アリ下記

ムル トキ-児童ノ養育ヲ受クル場所二立入り其ノ検

診ヲ行ヒ又-養育ノ状況ヲ調査スルコトヲ得

第十三条 扶助二要スル費用-扶助ヲ受クル老ノ住所

地市町村ノ負担 トス

扶助ヲ受クル老住所地ナク又-分明ナラザルトキ

-前項ノ費用-現在地市町村ノ負担 トス

第十四条 扶助ヲ受クル老ノ住所地現在地 卜異ナル ト

キ-現在地市町村-其ノ扶助二要シタル費用ヲ一時

繰替フべシ

第十五条 国庫-第十三条二依 り市町村ノ負担シタル

費用二対シ二分ノーヲ補助ス北海道地方費及府県-

四分ノーヲ補助スべシ

第十六条 扶助ヲ受クル者又-其ノ扶養義務者資力ア

ルコト分明シタル トキ-扶助二葉スル費用ヲ支出シ

タル市町村-其ノ全部又-一部ヲ徴収スルコトヲ得

前項ノ費用ヲ指定ノ期限内こ納付セザル者アル ト

キ-国税徴収法ノ例二依1)処分スルコトヲ得

第十七粂 前条費用ノ徴収-扶助ヲ受ケタル着工対シ

先ヅ之ヲ為スべシ

前項費用ノ弁償ヲ得ザル トキ又-扶助ヲ受クル者

資カナキ トキ-扶養義務者ノ何人二対シテモ之ヲ請

求スルコトヲ得 但シ費用ノ弁償ヲ為シタル老-氏

法第九百五十五条及第九百五十六条二依 り扶養ノ義

務ヲ履行スべキ者二対シ求償ヲ為スヲ妨ゲズ

第十八粂 本法又′､本法二基キテ発スル命令二依1)市

町村長ノ為シタル処分二不服アル老-地方長官二訴

願シ其ノ裁決二不服アル者-主務大臣二訴願スルコ

トヲ得

第十九条 本法二依 り扶助ヲ受クル老-他救規則二依

り給与ヲ受クルコトヲ得ズ

第二十条 軍事救護法二依り救護ヲ受クべキ者-本法

二依 り扶助ヲ受クルコトヲ得ズ

第二十一条 本法中町村三関スル規定-町村制ヲ施行

セザル地二於テ-町村二準ズペキモノニ之ヲ適用ス

附 則

本法施行ノ期日′､勅令ヲ以テ之ヲ定ム

明治四年六月太政官第三百達棄児養育米給与方同六

年四月太政官布告第百三十八号棄児養育米被下-自今

満十三年限 トシ及年齢定方-本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃

止ス

資料2 児童扶助法案 〔参考案〕

〔b案 (謄写印刷)-の修正の書入れ (手書き)に基づくもの〕

第-粂 尋常小学校ノ教科ヲ終了セザル十四歳未満ノ

者左二掲グル場合二於テ生活スルコト能-ザル トキ

-本法二依 り之レヲ扶助ス

ー 父及母死亡､所在不明､入監､重病､不具療疾

又-老衰ノ事由アル トキ

二 父母ノー方前号二該当スル事由アリ他ノー方其

ノ家庭二於テ養育ヲ為ストキ

第二条 前条ノ場合扶養義務者扶養能力アル トキ-扶

助ヲ為サザルコトヲ得

第三粂 第-条第二号二該当スル母工対シテ-余命ノ

定ムル所二依 り其ノ子 卜併七扶助スルコトヲ得

弟四条 扶助ハ扶助ヲ受クべキ者ノ現在地市町村長之

ヲ行フ

第五条 市町村長扶助ヲ受クル児童ノ養育上必要アリ

ト認ムル トキ-之ヲ其ノ市町村ノ施設二収容シ又-

適当ナル家庭､公私ノ育児所其ノ他ノ施設二委託ス

ル占トヲ得

第六条 前条依 り収容又-委託セラレタル児童ニシテ

後見人ナキ着工対シテ-市町村長-勅令ノ走ムル所

二依T)後見人ノ職務ヲ行フ

第七条 第三粂二依 り扶助ヲ受クル母虐待不行跡共他

子ノ養育ヲ為スニ適セズト認ムル トキ-市町村長′､

其ノ扶助ノ 〔ヲ〕取消スコトヲ得

事項-命令ヲ以テ之ヲ定ム

第九粂 市町村長-児童ノ扶助三関シ必要アリト認ム
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ル トキ-児童ノ検診ヲ行ヒ又-養育ノ状況ヲ調査ス

ルコトヲ得

第十条 扶助二要スル費用-扶助ヲ為シタル市町村ノ

負担 トス

第十一条 国庫-前条二依り市町村ノ負担シタル費用

二対シ二分ノーヲ補助ス北海道及府県-四分ノーヲ

補助スべシ

第十二条 扶助ヲ受クル者又-其ノ扶養義務者資力ア

ルコト分明シタルトキ-扶助二葉スル費用ヲ支出シ

タル市町村-其ノ全部又-一部ヲ数収スルコトヲ得

第十三条 本法又-本法二基キテ発スル命令二依り市

町村長ノ為シタル処分二不服アル老-地方長官二訴

麟シ其ノ裁決二不服アル者-主務大臣二訴頗スルコ

トヲ得

第十四条 本法二依り扶助ヲ受ク-キ老-他救規則二

依 り給与ヲ受クルコトヲ得ズ

第十五条 軍事救護法二依り救護ヲ受クべキ者-本法

二依り扶助ヲ受クルコトヲ得ズ

第十六条 町村又-町村長 トアル-町村制ヲ施行セザ

ル地二在リテ-之二準ズべキモノトス

附 則

本法施行ノ期日-勅令ヲ以テ之ヲ定ム

明治四年六月太政官第三百達棄児養育米給与方同六

年四月太政官布告第百三十八号棄児養育米被下-自

今満十三年限 トシ及年齢定方-本法施行ノ日ヨリ之ヲ

廃止ス

資料3 児童扶助法轟要綱と児童扶助法案 (a案)の対象規定

児童扶助法案要綱 (答申､大19.5)抄

一 十四歳未満の子を自己の家庭に於て養育する寡婦

及其の十四歳未満の子又は十四歳未満の孤児にして

貧困の為生活すること能はざる者は本法に依り之を

扶助すること

二 婦女左記各号の一に該当するときは本法の適用に

付ては之を寡婦と見倣すこと

(一) 夫所在三月以上分明ならざるとき

(二) 夫入監したるとき

(≡) 夫疾病､不具療疾又は老衰の為労働すること

能はざるとき

(四) 離婚又は婚姻の取消ありたる後子の父死亡し

又は前各号の一に該当する事由生じたるとき

(五) 内縁の妻にして其の夫死亡し又は第一号乃至

第三号の一に該当する事由生じたるとき

三 棄児遺児又は迷児は本法の適用に付てほ孤児と看

倣すこと

子左記各号の一に該当するとき赤岡じきこと

(-) 父及母所在三月以上分明ならず入監し又は疾

病､不具療疾若は老衰の為労働すること能はざ

るとき

(二) 母死亡し父前号に該当する事由生じたるとき

四 寡婦虐待､不行跡其の他の事由に依り子の養育を

為すに適せざるときは之を扶助せざること

児童扶助法案 〔a案〕抄

第一条 左二掲グル十四歳未満ノ老貧困ノ為生活スル

コト能-ザル トキ-本法二依り之ヲ扶助ス

但シ尋常小学校ノ教科ヲ終了シタル トキ又-其ノ

扶養義務者扶養能力アルトキ-此ノ限二在ラズ

ー 寡婦ノ子ニシテ其ノ家庭二於テ養育ヲ受クル者

二 孤児

本法こ於テ孤児 卜称スル-父母ナク他二養育ヲ為

ス者ナキ者ヲ謂7

第二条 妻左ノ各号ノーニ該当スル トキ其ノ子-前条

第一号寡婦ノ子二準ズ

ー 夫生死分明ナラザル トキ

二 夫入監シタルトキ

三 夫疾病､不具療疾又-老衰ノ為労務こ従事スル

コト能-ザル トキ

四 離婚又-婚姻ノ取消アリタル後子ノ父死亡シ又

-前各号ノーニ該当スル事由アルトキ

第三粂 棄児､迷児及遺児-第一粂第二号ノ孤児二準

ズ

前項こ掲グル老ノ外子左ノ各号ノーニ該当スル ト

キ亦同ジ

ー 父及母生死分明ナラズ又-入監シタルトキ

二 父母ノー方死亡シ他ノ一方前号二該当スル事由

アル トキ

第四条 妻死亡シ生死分明ナラズ又-入監シ夫疾病､

不具療疾又-老衰ノ為労務二従事スルコト能-ザル

トキ-其ノ家庭二於テ養育ヲ受クル千二付テ-第-

粂二準ジ之ヲ扶助ス

第五条 第一条第一号ノ子又-之二準ズル者ヲ養育ス

ル母二対シテ-命令ノ定ムル所二依 り其ノ子 卜併七

扶助スルコトヲ得

第六条 内縁ノ夫婦-本法ノ適用二閑シテ-婿姻シタ

ルモノト宕倣ス

第十条 市町村長第五条ノ場合二於テ寡婦又-之二準

ズル老養育ヲ為スニ適セズト認ムル トキ-其ノ扶助

ノ取消､停止又-変更ヲ為スコトヲ得
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資料4 子女養育中ノ貧困妾婦等二関スル調査概要 (社会局編 大正15年6-7月調査)

〔日付記載なし B5判 6貢 謄写印刷 縦書 ｢秘｣の朱印〕

調査ノ日的及対象

本調査-児童扶助二閑スル基礎資料ヲ得ソガ為十四

歳未満ノ子女ヲ自己ノ家庭二於テ養育スル寡婦､準寡

婦､鱗夫､準鉄夫及父母共二故障アル家庭ニシテ生活

著シク困難ナル為扶助ノ必要アルモノヲ調査セリ

調査ノ時期-大正十五年六月下旬ヨリ同七月下旬二

亘 1)一定ノ調査票ヲ使用シ尋問調査シタルキノナ1)

寡婦､鮫夫二準ズべキモノ等ノ範囲-左ノ如ク限定

セリ

準寡婦ノ範囲

-､配偶者ノ所在-ヶ年以上不明ナル老

二､離婚若ク-婿姻ノ取消有 リタル後､子女ノ父

(先夫)死亡シタル者

三､内縁ノ妻ニシテ相手万一ヶ年以上所在不明 ト

ナリ､若ク-死亡シタル者

四､夫在監中ノ者

五､夫老衰､療疾又-疾病二因り､子女ノ養育著

シク困難ナル者

六､夫精神病院入院中ノ者

七､私生子アル老

準鱗夫ノ範囲

-､妻ノ所在-ヶ年以上不明ナル者

二､内縁ノ妻-ヶ年以上所在不明 トナリ若ク-死

亡シタル者

三､妻在監中ノ老

四､妻老衰､療疾又-疾病二困り､子女ノ養育著

シク困難ナル者

五､妻精神病院入院中ノ老

父母共二故障アル貧困家族ノ故障ノ状態

-､父母共二老衰､療疾又-疾病二因り､子女ノ

養育著シク困難ナル者

二,父所在不明ニシテ母老衰､療疾又-疾病二困

り､子女ノ養育著シク困難ナル老

三､父母共二所在-ヶ年以上不明ナル老

四,父母共二在監中ノ者

五､父母共二精神病院入院中ノ者

六､其ノ他父母共二前各号二煩スル状態ニアル者

貧困ノ程度-此ノ標準二依レリ

子女一人を 大人一人を
地域 親詔 _人 増す毎に 増す毎に

市部 月額三〇円 月増額七円 月増額九円

郡部 月額一八円 月増額五円 月増額七円

調査ノ地域及機関

調査ノ地域及同検閲-各道府県ノ市部 (市部 卜事情

ヲ同ジクスル隣接町村ヲ含ム)ニ於テ方面委員又ハ類

似ノ委員制度アル地二在 リテへ 委員設置区域全部二

亘 リテ道府県吏員､市吏員及ビ方面委員之ガ調査二当

り､方面委員設置無キ県ノ市部二在 リテ-各県庁所在

地-市ノミヲ市吏員又-警察官二依 り､調査シ､郡部

二於テ-各道府県二於ケル各郡 (若-島､支庁)ニ就

キ人口最モ多キ町一､村四 (農村 卜漁村､富裕村 卜貧

弱村等ノ如キ特色アルモノ-可成之ヲ含マシメ､町無

キ郡二於テ-ー村ヲ加フ)ヲ便宜選定シ､町村吏員又

-警察官之ガ調査ヲ為シ､尚鉄夫以下-六大都市二限

り調査セリ

調査実施ノ範帝

調査範囲ヲ世帯数二依テ示セバ調査実施範囲ノ世帯

敬-全国世帯総数ノ三八 ･七%即約四割二当ル

全国的推定数ノ算出

集計方法-先ヅ調査原票ニッイテ寡婦､準寡婦及子

女ノ数ヲ各道府県市郡別二集計シ次二人口比例二依テ

全国ノ推定数ヲ算出シダリ

麻夫以下ノ調査-六大都市ノミニ行ヒタルモ寡婦､

準寡婦ノ分布率ヲ基礎 トシテ全国的推定数ヲ算出シダ

リ

全国的推算ノ結果

以上ノ方法二依 り寡婦､準寡婦及其ノ子女等ノ数ヲ

全国的二推算シタル結果左ノ如シ

計 I5･426152･478i1,736116･420I 4,6541

(注)原資料では､木表は縦組みの表で使用文字も漢数字であるが､掲載の便宜上､横組みとし､使用文字も洋数字とした(寺脇)｡

- 52-



寺脇隆夫 願和初頭における救貧立法制定方針の確定 と児童扶助法案の帰趨(上)

資料 5-(む 児童扶助法施行=伴7-ヶ年所要経費概算

〔日付記載なし B5判 2頁 謄写印刷 縦書 ｢秘｣の朱印〕

児童扶助費 1,947,691円

現金､現品給与 1,908,354円
現金､現品給与ヲ受クル者 (孤児､棄児､迷児､遺児ヲ除ク) 80,714人分 一人-日 12銭

年額 3,535,273円20銭 此/国庫補助二分ノー 1,767,636円60銭

孤児､棄児､迷児､遺児 2,203人分 -人-日 35鏡

年額 281,433円25銭 此ノ国庫補助二分/- 140,716円63銭

1,908,353円23銭

医療費 28,192円
一人二付 年68銭 82,917人分 56,383円56銭 此ノ国庫補助二分ノー 28,191円78銭

埋葬費 11,145円
一人二付 15円 1,486人分 (扶助ヲ受クルキノ 82,917人二死亡率 (千人二付)22.4ヲ乗ジタル数

1,857人ノ8割-給与ヲ受クルモノトシテ)22,290円 此ノ国国庫補助二分ノー 11,145円

事務費 154,205円

社会局費 22,505円

地方庁費 131,700円

合 計 2,101,896円

(注) 原資料は縦組みのため数字は漢数字であるが､掲載の便宜上､横組みとし､数字も洋数字とした (寺脇)

資料 5-② 児童扶助法施行二伴フ昭和三年度所要経費概算

〔日付記載なし B5判 2頁 謄写印刷 縦書〕

児童扶助費 486,924円

現金､現品給与 477,089円
現金､現品給与ヲ受クル者 (孤児､棄児､迷児､遺児ヲ除ク) 80,714人分 一人一日 12銭

年額 3,535,273円20銭 此ノ国庫補助二分ノー 1,767,636円60銭

孤児､棄児､迷児､遺児 2,203人分 -人-日 35銭

年祝 281,433円25銭 此ノ国庫補助二分/- 140,716円63銭

計 1,908,353円23銭

三ケ月分 477.088円31銭

医療費 7,048円
一人二 付年68銭 82,917人分 56,383円56銭 此ノ国庫補助二分ノー 28,191円78銭

三ケ月分 7,047円95鏡

埋葬費 2,787円
一人二付 15円 1,486人分 (扶助ヲ受クルモノ 82,917人二死亡率 (千人二付)22.4ヲ乗ジタル数

1,857人ノ8割-給与ヲ受クルモノトシテ) 22,290円 此/国庫補助二分ノー 11,145円

三ケ月分 2,786円25銭

事務費 154,205円

社会局費 22,505円

地方庁費 131,700円

合 計 641,129円

(注) 原資料は縦嵐のため数字は漢数字であるが､掲載の便宜上､横組みとし､数字も洋数字とした (寺脇)
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